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1 はじめに　－なぜ今、スティグマをテーマとす 

 るのか－

1）  われわれの社会が目指すのは、ダイバーシ  

 ティー＆インクルージョン

　2015年9月に国連で決定されたSDGs（Sustainable 

Development Goals: 持 続 可 能 な 開 発 目 標 ）は、

地球上の「誰一人取り残さない（leave no one 

behind）」ことを誓っており、社会全体が高い包摂

性を実現することを求めている。実際、外務省に

よる SDGs の概説資料「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」※ 1 ではその冒頭で「誰一人取り

残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の

実現が宣言されている。また 17 の目標それぞれに

おいても、目標の対象を表現する際には「あらゆる

場所の～」「すべての人々の～」、達成すべき状態を

表現する際には「包摂的な～」といったニュアンス

が頻繁に使用されており、われわれが目指すのは、

「多様な人々のすべてに対して包摂的な社会であ

る」、という信念が全体を貫いていることを感じさ

せる。実際、SDGs への貢献を表明する企業や団体

の声明においては、こういった概念を示すダイバー

シティー＆インクルージョンという言葉が頻繁に登

場している。このような社会の実現が地球上のすべ

ての人間に幸福をもたらすことは想像にたやすい。

しかし、こうしたニュアンスは SDGs の前身であ

るミレニアム開発目標（Millennium Development 

Goals:MDGs）の時代はここまで強調されてはいな

かった。われわれは、この SDGs を機に改めて自

分たちの目標を「多様な人々のすべてに対して包摂

的な社会」すなわちダイバーシティー＆インクルー

ジョンに定め、走り出したところといえるだろう。

2） わが国のダイバーシティー＆インクルージョン

 はいまだ道半ば

　われわれがダイバーシティー＆インクルージョン

を語る際、性別および LGBT、障がい※ 2 の有無、国

籍、人種、年齢、信仰の対象、病歴などが多様性を

考える上での論点としてよく挙げられる。これら

の論点についてわが国のダイバーシティー＆インク

ルージョンに関する社会全体での進展を考えるとま

だ道半ばといえるだろう。2019 年に日本財団が日

本在住の 10 代から 60 代の男女 5,216 人に対して

行った調査※ 3 では、「ダイバーシティー」もしくは「ダ

イバーシティー＆インクルージョン」という言葉の

意味を知っている人は 30.0% にとどまっている。

また、全体の 95.9% が日本社会に社会的マイノリ

※ 1　https://www.mofa.go.jp/mofaj/
gaiko/oda/sdgs/pdf/000270935.pdf
※ 2　本稿では、原則として「障がい」と
いう表記を使うものの、「障害者手帳」お
よび法令の名称のみ「障害」という表記
を使っている
※ 3　日本財団「ダイバーシティ＆インク
ルージョン」に関する意識調査（2019 年
7 月調査）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000270935.pdf
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ティー（当該調査では LGBTQ ※ 4、身体障がいのあ

る人、精神障がい、発達障がい、知的障がいのある人、

日本で暮らしている外国籍の人、ミックスの人など

見た目が日本人に見えない人、高齢者と定義）に対

する差別や偏見があると感じており、73.4% は実

際に自分自身に彼らに対する「心の壁」があること

を意識している。差別や偏見を乗り越えるには社会

全体での一層の努力が必要な段階であるといえる。

3） 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）で 

 発生した新たな偏見や差別とスティグマへの対応

　そのような環境下、2019 年から COVID-19 が世

界規模で流行し、その感染者や医療従事者、その家

族等への心ない差別、誹謗（ひぼう）、中傷などが

メディア等で取りざたされている。またこのような

個々人の誹謗、中傷はインターネットや SNS の発

展によりリアルタイムで拡散しており、現代社会が

これまでにないスピードで社会的な偏見が形成され

得る時代であること、偏見や差別について社会全体

がより慎重に考えを巡らせなければならないことを

実感させる出来事であると筆者らは捉えている。

　COVID-19 に係るこのような動きを抑制すべく、

2020 年 4 月、ユニセフ、世界保健機関（WHO）、

国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）の 3 者共同

により、COVID-19 に関わる世界の政府、メディ

ア、地方組織に向けて「新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）に関する社会的スティグマの防

止 と 対 応 の ガ イ ド 」（Social stigma associated 

with COVID-19:A guide to preventing and 

addressing social stigma）※ 5 が発行された。本

稿のテーマであるスティグマは、これまで社会学

や心理学の専門家の間で語られる用語であったが、

COVID-19 を機に差別や偏見を解消するための社会

的課題を示す言葉として、一般向けに世界規模に発

信された。

　筆者らは、WHO らが示す通り、社会全体がこ

のスティグマを認識し、解消を図っていくことが、

COVID-19 のみならず、われわれが目指すダイバー

シティー＆インクルージョンの実現に重要な役割を

果たすと考えている。それが、一般になじみのない

スティグマというキーワードをあえて本稿のテーマ

に用いた理由である。次章では、スティグマとは何

か、なぜその解消がダイバーシティー＆インクルー

ジョンの実現につながるのか、について概説する。

   

2 スティグマのない「隠さなくて良い社会」がダ 

 イバーシティー＆インクルージョンの土台となる

1）  スティグマとは、差別や偏見につながる、特定 

 の集団に対するネガティブな認知・感情・行動 

 を包含した概念

　スティグマにはいくつかの概念があるが、図表 1

に示すように、主に四つの概念で構成される。

　一つ目は、数多くある個人の特徴のうちから一つ

だけに注目したラベル付けを行うことである。本来、

人間は複数の社会的ラベルを持っている。前述の性

別、障がいの有無、国籍、人種、年齢、信仰の対象

などはラベリングの典型例といえるだろう。これら

のラベリングのすべてがその人の一部分にすぎない

にもかかわらず、その一部分をその人の特性に関す

る重要な判断材料とするところからスティグマは生

※ 4　LGBTQ：LGBT（レズビアン、ゲイ、
バイセクシャル、トランスジェンダー）に

「クエスチョニング」「クィア」を加えた言
葉。「クエスチョニング」とは自分自身の
セクシュアリティーがわからない、決めて
いない、決まっていない人、「クィア」は
セクシャルマイノリティー全体を指す
※ 5　 ユ ニセフ　https://www.unicef.
or.jp/news/2020/0096.html

https://www.unicef.or.jp/news/2020/0096.html
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まれる。一例としては、中世ヨーロッパにおける「ユ

ダヤ人」または「ユダヤ教」に対する迫害の歴史が

挙げられる。詳細な歴史の経緯や背景は他書に譲る

が、この例では個人または集団を表すラベルとして

「人種」または「信仰の対象」が重要な判断材料と

して取り上げられていた。

　二つ目は、ラベルとネガティブな評価を結び付け

ることである。いわば「あの人は、〇〇だから悪い

やつに違いない」といった考え方である。先ほどの

「ユダヤ人」または「ユダヤ教」の例では、「ユダヤ

人」または「ユダヤ教」というラベルが「反キリス

ト」等の一部の人間にとってネガティブな評価を下

すための重要な判断材料となっていた。他の例とし

ては、戦時下にある国が「敵国の国民＝皆悪い人間」

と誤認するケースが挙げられる。「鬼畜米英」とい

う言葉がかつて使われていたがこれは、太平洋戦争

下に日本の敵国である米国や英国の人間は悪である

との認識を表現する言葉である。実際には敵国側に

も戦争を悲しんだり、日本に友好を感じたりしてい

る人も存在しただろうと想像するが、ここでは「国

籍」と「敵」というネガティブな評価が直結している。

他にも、精神医学の世界では「うつ病になった人＝

心が弱い人、怠けている人」といったような誤解も

問題視されている。

　三つ目は、ラベル付けされた集団を「自分たち」

とは異なる集団として捉えることである。これは、

自らネガティブな評価を下したあるラベル付けされ

た集団に対して、そのラベルを判断材料に、今度は

「彼らと自分たちとは異なる存在である」という認

識を確かめる。このことは、自分はネガティブな評

価に相当しないという安心感、それらの集団よりも

自分が優れているという誤った優越感につながり得

る。このような区別を行うことで、人はある一定の

集団に対する差別や迫害の影響が自分には及ばない

ことを確認し、ある意味安心して差別的行動をとる

ことができるようになってしまう。

　最後は、ラベル付けから発生する認知や感情を実

際の差別に結び付けることである。前述の三つのス

ティグマ概念が形成された結果、自分とは異なるネ

ガティブな印象を持つ集団に対して、おかしい、避

図表 1　スティグマの概念

  出所） Link, B. G, et al. 「Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology, 27, 363-385.」（2001）より NRI 作成
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けたい、非難されるべきだ、といった実際の行動に

結び付けることで、差別や迫害が完成する。

2） スティグマの解消による「隠さなくて良い社 

 会」がダイバーシティー＆インクルージョン 

 の土台となる

　図表 2 に示すように、スティグマには、周囲の人

間が主体となるもの（公的スティグマ）と、当事者

が主体となるもの（知覚されたスティグマ、自己ス

ティグマ）が存在する。周囲のスティグマを当事者

が知覚し、内在化することで、自己スティグマが形

成される。このとき、当事者は、周囲がある特定の

ラベリングのみに頼って下した、必ずしも正しくな

いネガティブな評価を自身の評価として受け入れて

しまう。このことは、当事者の自尊心を大きく損な

うとともに、彼ら自身も自分の価値を認められず、

本当の自分を周囲に隠す、といった行動につながる。

　図表 3 に示すように、本当の自分の姿を周囲に打

ち明けられない社会環境をつくってしまうことで、

お互いに多様であるわれわれが共に自分のことを話

し合い、理解し、受け入れ合う機会を失ってしまう。

むしろ、打ち明けられないことで、当事者と他者と

の溝は一層深まり、スティグマの形成をさらに促す

悪循環に陥ることとなる。これを回避するために、

図表 2　スティグマの分類と内在化に関するモデル（うつ病を例とした場合）

  出所）樫原潤『うつ病とスティグマの臨床社会心理学　偏見の解消に向けた挑戦』（2020 年、金剛出版）より NRI 作成

図表 3　われわれが目指すべき、「隠さなくて良い社会」のイメージ

  出所）NRI 作成
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スティグマを少しでも解消し、皆が自分の特徴につ

いて周囲と共有しやすい環境をつくっていくことが

重要である。これはダイバーシティー＆インクルー

ジョンの論点となりやすい性別および LGBT、障が

いの有無、国籍、人種、年齢、信仰の対象、病歴等

のラベリングについても同様に当てはまる。実際、

現状では、LGBT の人の多くにとってはカミングア

ウトが精神的にストレスを伴うのが事実であるし、

障がいのある人が社会的認知を避けるために障害者

手帳の取得をためらう例や、精神疾患では「うつ病

になった人＝心が弱い人、怠けている人」と周囲か

ら思われたくないという気持ちが強く働くことで、

早期に適切な医療的措置を受ける機会を逸してしま

うケースが問題視されている。

　一方、図表 4 に示すように、前述のユニセフ等に

よる「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に

関する社会的スティグマの防止と対応のガイド」で

は、 COVID-19 という国際的な共通語を早くから設

定し、周知されたが、一部で使用されつつあった「武

漢肺炎」「中国肺炎」「アジア肺炎」といった言葉に

よる地域や民族に対するスティグマの発生やその増

幅を最小限に抑えるための有効な取り組みであった

と評価できる。中国政府の対応に対して国際的批判

の声もあったが、そういった社会的なネガティブな

印象が生じたときこそ、それを武漢や中国というラ

ベルを持つ個人への偏見や差別には結び付けないと

いう努力が重要である。

　このようにしてわれわれがスティグマの存在を理

解し、これらの解消に取り組むことが、われわれが

目指すダイバーシティー＆インクルージョンを実現

するために重要であると考えている。そして本稿で

はそれを「隠さなくて良い社会」と表現している。

　次章以降では、われわれはスティグマをどう解消

すべきか、といった点について、過去のわれわれが

スティグマと向き合ってきた歴史的な事例を交えて

考察する。

３ スティグマ解消に向けた現状と企業のさらなる 

 取り組み余地

　では、スティグマ解消のために何をすればいいの

か、について、メンタルヘルスの観点からうつ病と

認知症、ダイバーシティーの観点から LGBT と米国※ 6

図表 4　「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する社会的スティグマの防止と対応のガイド」の一部抜粋

  出所）ユニセフ、WHO、IFRC「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する社会的スティグマの防止と対応のガイド」より NRI 作成

※ 6　発達障がいの分野では、スティグ
マの軽減が日本より先行している米国を
取り上げた
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における発達障がいの四つを簡単に紹介したい。こ

れらはいずれも過去から偏見の目で見られ、差別的

な扱いがなされてきた。現在も完全に解消されたと

は言えず、解消の途上ではあるが、各種の取り組み、

出来事の結果、スティグマの軽減がみられた事例で

ある。

　図表 5 の通り、スティグマの軽減につながったと

想定される過去の取り組み・出来事を整理すると、

当事者・周囲の発信活動、メディアによる報道や作

品の公表・公開、アカデミアによる疾患のメカニズ

ムや経済損失算定といった研究、司法による歴史的

な判決、立法による新たな法制度整備、行政による

支援の拡充、企業による診断ツールや医薬品開発と

いったソリューションの提供と、主体は多岐にわた

り、何か単一の主体、取り組みの結果、スティグマ

が解消するものではない。

　スティグマ解消に向けてはさまざまな取り組みが

必要ではあるが、本稿ではさらなる取り組み拡大の

余地がある主体として、以降、「企業」に着目をし

たい。その理由として、スティグマが強い層と重な

図表 5　スティグマの軽減に寄与した取り組み・出来事

  ※ 米国精神医学会が定める精神疾患の世界的な診断基準
  出所）各種資料より NRI 作成
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ること、社会に出た後のマジョリティーであること、

他国との比較で多様性が十分でないこと、の三つを

以下で挙げる。

　一つ目は、スティグマを有する割合が高い層の

大半が企業に所属する層と重なることである。日

本財団が実施した調査※ 7 によると、社会的マイノ

リティーに対する差別や偏見は 10 代が 61.6％で

最も低く、年代が高まるにつれて高くなり、50 代

で 70.1% である。また同調査における LGBT に対

する差別や偏見は、10 代は 26.7％であるのに対し

て 50 代は 42.5％である。電通ダイバーシティ・

ラボの調査※ 8 においても、LGBT の人に不快な思い

をさせないために LGBT について正しく理解をした

いと思うと回答した割合は、女性の 85.7% に対し

て、男性は 66.0％である。つまり、年代が高いほど、

また女性よりも男性の方が、スティグマを有する率

が高いという傾向が出ている。若年層が差別や偏見

を持つ割合が低いのに対して、年代が高い層（企業

でいえば管理職層となる）が高い傾向にあるという

のは非常に大きな問題として捉えるべきではないだ

ろうか。なお、あくまで本結果は、割合が高いとい

うことであり、若者でもスティグマを有する人、中

高年男性でもスティグマを有さない人が存在する。

中高年男性をひとくくりにして、全般的に偏見が強

い集団であるというラベル付けを発生させないよう

ご留意いただきたい。

　二つ目は、社会に出た後の大部分が企業に属して

いるということが理由である。企業所属以外では、

公務員や、フリーランスや農林水産業など個人形態

もいるが、全体に占める割合は少ないため、企業を

対象とした取り組みが効果的であると考える。な

お、スティグマ解消に向けて企業だけの取り組みの

みでは済まないことは付記しておきたい。例えば、

多様性の一つを測る男女平等ランキング※ 9 におい

て、わが国は「経済活動の参加と機会」が 115 位、

「教育達成度」が 91 位（内訳の初等教育は 1 位だ

が、中等〔中学・高校〕教育 128 位、高等〔大学

～〕教育は 108 位）、「政治的エンパワーメント」

が 144 位であり、企業以外の取り組みが十分かと

いうと決してそうではない。

　「いや企業でも、CSR ／ CSV、SDGs、ダイバー

シティー＆インクルージョンの一環で取り組んでい

る」という声もあろうかと思うが、他国と比較した

場合、日本の企業において社会的マイノリティーに

対する取り組みが十分に進んでいるとはいえないの

が三つ目である。前述の通り、男女平等ランキング

において経済活動の評価は 115 位である。また障

がい者に対する取り組みに関しては、世界的な啓発

活動である Valuable 500（詳細は後述）において、

参画企業として国際的な優良企業 330 社が名を連

ねる中、わが国企業は 2020 年 10 月時点で 21 社

にとどまっている。同様に障がい者雇用への取り組

みを評価する指標である DEI ※ 10 では、トップスコ

アリング企業 205 社のうち、国内企業はわずか 2

社しか入っていない。多様な人材活用が十分にでき

ていないことは、社会的マイノリティーに対する理

解のみに起因する問題ではないが、少なくとも日本

企業においては大きな改善余地があるといえるだろ

う。

※ 7　日本財団「ダイバーシティ＆インク
ルージョン」に関する意識調査（2019 年
7 月調査）
※ 8　電通「LGBT 調査 2018」（2018 年
10 月）
※ 9　WEF「Global Gender Gap Report 
2020」日本の総合ランキングは 121 位
※ 10　障がい者雇用を推進する国際団
体である Disabilty:IN が開発した企業の
障がい者インクルージョンを評価する指標

（DEI＝ Disability Equality Index）
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4 企業ができるスティグマ解消の取り組みと意義

1） スティグマ軽減のフレームワーク

　精神医学でのスティグマ解消のためのアプローチ

として、①知識啓発（education）、②当事者との接

触（contact）、③当事者による訴え（protest）の

3 点が重要といわれている※ 11。本項ではこの医学

的なアプローチ 3 点を企業活動のフレームワークと

して読み替えることで、企業で実施し得る取り組み

について考察したい。なお、ここでは筆者ら経営コ

ンサルタントによる考察の観点として医学的知見を

参考とするのであり、後述する内容に関して医学的

エビデンスの有無に言及するものではないことをご

了承いただきたい。第 2 章に示す通り、COVID-19

による偏見や誹謗中傷の抑制やダイバーシティー＆

インクルージョンの実現のため、精神医学等の専門

家だけでなく、一般の多くの人がスティグマを認識

し、向き合い、自らの思想や行動を顧みることが重

要と考えている。

2） 企業の取り組み例、できること

　本項では、上記三つのフレームワークに沿って、

企業ができるスティグマ解消活動について、企業の

取り組み事例を交えて考察する。

① 知識啓発（education）：社員に対する知識・ 

 道徳教育

　知識啓発は、当事者に関する誤った知識を排除し、

正しい知識を周囲または当事者本人に提供すること

である。例えば、職場でのうつ病に関しては、上司

や同僚がうつ病の当事者に対して、「本人の頑張り

が足りない」といったネガティブな評価を下したり、

「自分は当事者とは異なりうつ病になるような人間

ではない」といったように当事者を異質な集団とし

て捉えたりするスティグマが存在する。しかしなが

ら、実際には職場でのうつ病は労災として認定され

るケースも増えてきており、本人の置かれた環境に

よる影響も大きい。当事者だけでなく、上司や同僚

などの周囲の人間も置かれた環境次第で同様にうつ

病に陥る可能性があるというのが正しい知識であろ

う。そういった正しい知識を持つことは、当事者と

周囲が同じ人間であるという認識を促し、スティグ

マの抑制につながり得るだろう。

　また、関連する特筆すべき取り組み事例として、

アクサ生命保険株式会社（以下、アクサ生命）の

取り組みを挙げたい。同社では、2020 年 4 月より

発達障がいに関する社内の啓発活動（ニューロダイ

バーシティー）を開始した。ニューロダイバーシ

ティーとは、発達障がいの特徴を障がいではなく、

進化的に正常な脳の多様性と捉え、それを訴えかけ

る活動である。アクサ生命では、一般社員に対して

簡易的な認知特性診断を行い、その結果をユニーク

な各人の認知特性として捉え、さらに発達障がいの

うち、自閉症系（ASD）の傾向がある方、注意欠陥・

多動症 (ADHD) 系の傾向がある方の診断結果との

比較などによって、自己認識を深めてもらうととも

に、ASD や ADHD への理解を醸成する取り組みを

行っている。この活動を通じて、同社は発達障がい

が本来の正常な脳の多様性の一つにすぎず、診断や

障害者手帳により発達障がい者であるという社会

的なラベルを持つ方に限らず、誰もが同様の傾向を

持っている、ということを一般社員に認識させよう

としている。同社の活動による効果は公表されてい

ないものの、発達障がい者として社会的にラベル付

※ 11　Challenging the public stigma 
of mental illness: A meta-analysis of 
outcome studies, Corrigan, P.W, et 
al. Psychiatric Services Vol.63 No.10 
2012
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けされた方々とそうでない方が同じ傾向を持った同

じ人間であることを自覚することで、図表 1 で示し

たスティグマの 3 番目の概念（ラベル付けされた集

団を「自分たち」とは異なる集団として捉える）の

形成を抑える狙いがある。

　次に、Googleが実施する無意識の偏見（Unconscious 

Bias）に関する教育を取り上げたい。同社は、偏見

なく、より多くの人々が利用できるサービスの提供

を重要なミッションと位置付けており、社員の多

様性や包摂性の向上に積極的に取り組む企業の一

つである※ 12。同社では、2013 年より、経営層や

社員に対して無意識の偏見に関する教育活動であ

る Unconscious Bias@Work を行っている※ 13。こ

の活動は、偏見をなくすための第一歩は偏見に対す

る知識を得ることであり、無意識の偏見を自覚する

と偏見から脱することができる、といった考え方

に基づいている。同社では無意識の偏見を科学的

データに基づいて考察し、理解するためのプログ

ラムが導入されている。同社の報告※ 14 によれば、

Unconscious Bias@Work に参加した社員は、参加

していない社員と比較して、無意識の偏見に対する

理解、無意識の偏見を克服しようとする意欲などの

姿勢が向上した、といった成果が得られている。さ

まざまな当事者ごとの理解につながる知識だけでな

く、偏見そのものに対する科学的知識を身につけさ

せるという点で、同社の取り組みはさまざまな偏見

に対して根本的な解消を図るアプローチといえる。

こういった取り組みは、開始当初より公表され話題

となったが、その後、多くの企業が導入していると

は言い難い。多くの企業内の社員教育は、依然とし

て業務に必要なスキル面での教育が主体であり、こ

のような道徳面での教育を全社的に取り組む企業は

いまだまれである。わが国では、少年期において、

道徳教育が小学校のカリキュラムとして組み込まれ

ており、海外ではこれを優れた取り組みとして評価

する声もある。一方、第 2 章で示したスティグマ

の概念からもわかるように、スティグマや差別、偏

見はある程度の社会的経験の積み重ねの中で形成さ

れる側面もある。そのため、一定の人生経験を積ん

だ社会人であるからこそ、経験によって生じ得るス

ティグマに対処するための教育が必要だと考える。

そしてそのような活動は、SDGsの達成を担うステー

クホルダーの一員として、社会人の主たる活動の場

である企業が率先して実施していくべきではないだ

ろうか。

② 当事者との接触（contact）：全社共通でのダ 

 イバーシティー管理・マネジメントスキル向上

　これは、当事者と周囲の人的交流を深めることを

意味する。直接的な接点を持ち、スティグマのきっ

かけとなる特定のラベル以外の特性を当事者に見い

だすことで、スティグマの軽減につながり得るアプ

ローチである。

　当事者との接触に関わる企業の取り組みとして

は、やはり障がい者雇用に関連して先進的な事例が

みられる。わが国企業では、特定の部署や特例子会

社など一部の部門が障がい者雇用を積極的に推進す

る形で、障がい者への支援体制に係るリソースを効

果的に運用してきた傾向がある。一方、近年、特

に先進的な企業では、部門レベルでのダイバーシ

ティーを高めようとする動きがある。一例として、

※ 12　https://about.google/intl/ja/
commitments/
※ 13　https://rework.withgoogle.
com/jp/guides/unbiasing-raise-
awareness/steps/introduction/
※ 14　https://rework.withgoogle.
com/jp/guides/unbiasing-raise-
awareness/s teps/ learn-about-
Googles-workshop-experiment/

https://about.google/intl/ja/commitments/
https://rework.withgoogle.com/jp/guides/unbiasing-raise-awareness/steps/introduction/
https://rework.withgoogle.com/jp/guides/unbiasing-raise-awareness/steps/learn-about-Googles-workshop-experiment/
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ヤフー株式会社（以下、ヤフー）を取り上げたい。

同社は障がい者雇用受け入れのための部門を持た

ず、健常者と同じ空間で障がい者も働いている。こ

の背景には、経営層のダイバーシティー＆インク

ルージョンへのマインド、「障がいがあろうがなか

ろうが、一緒にやろう」という企業文化がある。同

社では障がいの有無に関わらずすべての社員が、毎

週 30 分、上司と 1 対 1（1on1）で面談するという

体制が根付いており、結果的にこれが障がい者への

理解や配慮のあるマネジメントに貢献しているとい

う。またその他の企業では、各部門のマネジメント

層に、組織の多様性を一定以上に維持するための指

標が設定され、その達成責任を求められている企業

も存在した。

　このように障がい者との接点の多さが、他の社員

による障がい者へのポジティブなイメージの醸成や

業務パフォーマンスに対する認識につながること

は、横浜市立大学の影山摩子弥教授により実証され

ている※ 15。一部の部門ではなく、あらゆる部門の

マネジメント層に多様な人材との接触機会を設ける

ことは、彼らのスティグマを軽減し、企業全体のダ

イバーシティー・マネジメント・スキルの向上につ

ながるだろう。2021 年 2 月現在、メディアではわ

が国の政治家による女性蔑視に関する発言が、国内

のみならず海外からも批判を浴びている。わが国で

は、国民が投票で選んだわが国のリーダーシップを

担う人材であっても、ダイバーシティーに関する取

り組みはおろか、理解にも乏しいのが現状と言わざ

るを得ない。ダイバーシティー＆インクルージョン

を実現するためには、社会や組織のマメジメント層

がダイバーシティーマネジメントに係る理解やスキ

ルを身につけていかなければならない。そしてそれ

は、ダイバーシティー推進役などの一部の人材では

なく、企業内のすべての経営層、部長、課長といっ

たマネジメント層が当然に有するべき「ありふれた

マネジメントスキル」であるべきである。

③ 当事者による訴え（protest）：社会的マイノ 

 リティーに向けた商品・サービスの開発

　これは本来、当事者が社会に対して自分たちの権

利、主張などを自ら訴えかけることで、社会の認識

を変えていくという当事者主体のアプローチであ

る。これを企業主体のアプローチに転換して考えた

場合、企業がしっかりと当事者の存在を認識し、商

品開発の中でそのニーズに応える活動と捉えること

ができる。逆に、例えば映画館やテーマパーク等で

多目的トイレが存在しなかった場合、それを必要と

する人々にとっては社会に受け入れられていない異

質な自分、というスティグマを生む可能性があるだ

ろう。

　こういった社会的マイノリティーへの配慮を求め

る動向を示す事例として、Valuable 500 が挙げら

れる。Valuable 500 とは、2019 年 1 月に開催さ

れた世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボ

ス会議）で発足した、障がい者の潜在的な価値を発

揮できるような改革を世界のビジネスリーダーたち

へ訴える活動である。既に 2021 年 2 月現在で世

界のトップ企業の CEO400 人以上が署名している。

そこでの重要なメッセージの一つに「There are 

more clothing lines for dogs than for disabled 

people（犬の服は障がい者に合う服よりも種類が多

い）」がある。これは企業がいかに障がい者の存在

を認識していないか、彼らに向けた商品開発を行っ

ていないか、を皮肉的に表現している。この動きは、

※ 15　影山摩子弥『なぜ障がい者を雇う
中小企業は業績を上げ続けるのか？　経
営戦 略としての障がい者雇用と CSR』

（2013 年、中央法規出版）
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SDGs の思想とも合致しており、今後グローバル市

場で要求が高まってくると考えられる。日本におい

ても、航空会社が LGBT カップルを家族マイルの対

象とする、金融機関が家族取引の対象に同性カップ

ルを適用する、など萌芽（ほうが）事例が出始めて

いる。

3） スティグマ解消は企業価値向上の取り組み

　上記で示した三つの取り組みは、単に企業の社会

的責任に伴う活動という位置付けにとどまらないと

筆者らは考える。

　前述の取り組みのうち、知識啓発や当事者との接

点を持つ、といった活動は自社の組織をインクルー

シブ（包摂的）な状態に保ち、多様性を受け入れる

ための活動に他ならず、こういった取り組みが、組

織の心理的安全性を高め、高い成果を生み出すこと

は、多様性を重視する企業として知られる Google

の「プロジェクトアリストテレス」※ 16 によって証

明されている。

　また、社会的マイノリティーに向けた商品・サー

ビスの開発については、グローバルで市場シェアを

勝ち取るための事業活動としても重要な意味を持

つ。障がい者に関するデータを例にとると、米国

の調査※ 17 では労働年齢の障がい者の税引き後可処

分所得は 4,900 億米ドルといわれている。加えて、

同調査では消費者の 66％が「障がい者を広告に掲

載した企業から商品・サービスを購入する」、78％

が「障がい者が製品・サービスに容易にアクセスす

るための措置を講じている企業から購入する」と回

答しており、社会的マイノリティーに対する配慮の

有無が企業ブランドや購買の意思決定に大きな影響

力を持ちつつある。日本においても LGBT の子ども

や若者の課題に取り組む NPO 法人 ReBit が、「社員

図表 6　スティグマ解消の取り組みと企業価値向上の関係

  出所）NRI 作成

※ 16　Google における労働生産性向上
に関するプロジェクトの名称。180 もの
自社内のチームを分析し、高い成果を生
み出すチームに最も重要な要件が心理的
安全性であることを見いだした
※ 17　Amer ican Ins t i tutes for 
Research「A Hidden Market：The 
Purchasing Power of Working-Age 
Adults With Disabilities APRIL 2018」
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様、お客様の約 13 ～ 20 人に 1 人は LGBT」「国内

LGBT 市場は約 5.9 兆円」というメッセージを発し

ている。

　社外のみならず、社員の確保の観点からも社会的

マイノリティーへの配慮は重要である。PwC が行っ

た若い世代へのアンケート調査※ 18 によれば、女性

の 86％、男性の 74％が「多様性、平等性、多様な

人材に対する受容性に関する方針は、就職先を決め

る上で、重要である」と回答をしており、少子高齢

化が進展するわが国で優秀な人材を獲得するための

重要な要素となりつつある。このように、これまで

企業の社会的責任を果たすための活動として認識さ

れてきたダイバーシティー＆インクルージョンの推

進は、今後、消費者行動、社員の意識の変化により

競争戦略として重要な位置付けを占めることになる

のである。

5 おわりに

　本稿を通じて、スティグマを解消する必要性、企

業におけるさらなる取り組み余地とその意義につい

て述べてきた。古くはハンセン病に対する偏見・差

別、現在は COVID-19 に関するスティグマが問題

となっている。本稿執筆の問題意識は、昨今 SDGs

がさかんにうたわれているが、SDGs で誓っている、

地球上の「誰一人取り残さない（leave no one 

behind）」こと、「社会全体が高い包摂性を持つ」

ことが本当にできているのだろうか、というもので

ある。第 2 章で提示した四つの事例に関しても、ス

ティグマの解消は途上であり、その他にも障がいの

有無、国籍、人種、年齢、信仰、疾患など数多くの

スティグマが存在する。また今後は SNS などの普

及により、さらにスティグマの発生頻度が高まった

り、広がるスピードが速まったりする可能性もある。

しかし、「誰一人取り残さない社会」、必要なことは

「隠さなくて良い社会」を実現するため、本稿で提

示したスティグマ解消の必要性を感じていただけれ

ば幸いである。また特にさらなる取り組み余地が大

きい「企業」において取り組みが活発化することを

期待したい。

※ 18　PwC「ミレニアル世代の女性：新
たな時代の人材」2015 年　調査の回答
者は、ミレニアル世代（1980 ～ 1995 年
生まれ）
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